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第４章 環境保全地域の指定

県内に存在する美しく豊かな自然を保護し、これを次の世代に引継いでいくことは、私たちに課せ

られた責務です。

本県では、昭和48年３月に「宮崎県における自然環境の保護と創出に関する条例」が制定され、こ

の条例に基づき自然環境保全地域及び緑地環境保全地域を指定することにより、本県のすぐれた自然

環境の保護と創出を図ることとしました。

第１節 自然環境保全地域の現況と対策

自然環境保全地域の指定は、すぐれた天然林が相当部分を占める森林、その区域内に生存する動植

物を含む自然環境がすぐれた状態を維持している海岸、湖沼及び河川、貴重な植物の自生地、野生動

物の生息地等でその自然環境がすぐれた状態で、一定面積をもった地域について、県土の保全、農林

漁業等地域住民の生業の安定、福祉の向上、資源の長期的確保等の諸条件を考慮しながら行うことと

しています。

現在、樫葉自然環境保全地域及び掃部岳北部自然環境保全地域の２か所が指定されており、両地域
か し ば か もんだけ

にそれぞれ１名の自然保護指導員を配置して、地域の保全に必要な監視、立入者に対する指導等を行

っています。

第２節 緑地環境保全地域の現況と対策

緑地環境保全地域の指定は、都市周辺における自然環境の保護と創出を図るために必要な樹林地、

池沼、丘陵、河川又は海岸の区域若しくはその地域を象徴する歴史的、文化的資産とー体となって良

好な自然環境を形成している地域について、地域住民の生業の安定、福祉の向上等自然的・社会的諸

条件を考慮しながら行うこととしています。

現在、森谷観音緑地環境保全地域、大斗滝緑地環境保全地域、三之宮峡緑地環境保全地域、長谷
もりたに おせりのたき は せ

観音緑地環境保全地域の４か所が指定されており、各地域にそれぞれ１名の自然保護指導員を配置し

て、地域の保全に必要な監視、立入者に対する指導等を行っています。

三之宮峡緑地環境保全地域
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